
10

条
例
・
補
正
予
算

▼
松
田
町
森
林
環
境
譲
与
税

基
金
条
例

　

令
和
元
年
度
か
ら
森
林
環

境
譲
与
税
が
譲
与
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。
森
林
環
境

譲
与
税
は
、
法
令
で
定
め
ら

れ
た
使
途
事
業
を
確
実
に
執

行
し
、
そ
の
実
績
を
わ
か
り

や
す
く
公
表
す
る
体
制
を
構

築
す
る
事
が
必
要
で
す
。
毎

年
度
の
譲
与
税
を
明
確
に
区

分
し
経
理
す
る
た
め
、
地
方

自
治
法
第
２
４
１
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
基
金
条
例
を

設
置
す
る
も
の
で
す
。

▼
松
田
町
印
鑑
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら

住
民
票
の
写
し
及
び
印
鑑
登

録
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付

サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
提
供
す
る

た
め
、
必
要
な
改
正
を
す
る

も
の
で
す
。

▼
松
田
町
手
数
料
徴
収
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

住
民
票
の
写
し
の
コ
ン
ビ

ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
た
め
、
手
数
料
に
つ
い
て

必
要
な
改
正
を
す
る
も
の
で

す
。

▼
松
田
町
特
定
教
育
・
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

▼
松
田
町
特
定
教
育
・
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
の
利
用
者
負
担
額
等
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

▼
松
田
町
立
幼
稚
園
保
育
料

等
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
記
３
議
案
は
、
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
が
施
行
さ

れ
、
令
和
元
年
10
月
１
日
か

ら
３
歳
児
か
ら
５
歳
児
ク
ラ

ス
の
す
べ
て
の
子
ど
も
と
、

０
歳
児
か
ら
２
歳
児
ク
ラ
ス

の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
子

ど
も
の
保
育
料
が
無
償
化
と

な
る
た
め
、
必
要
な
改
正
を

す
る
も
の
で
す
。

▼
令
和
元
年
度
松
田
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
７
９
３
２
万
６
千
円
を

追
加
し
、
予
算
総
額
を
50
億

３
０
３
４
万
６
千
円
と
す
る

も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
歳
入
は
森

林
環
境
譲
与
税
、
子
ど
も
・

子
育
て
臨
時
交
付
金
、
前
年

度
繰
越
金
、
歳
出
は
幼
児
教

育
・
保
育
の
無
償
化
に
伴
う

扶
助
費
・
事
務
費
等
、
森
林

環
境
譲
与
税
基
金
積
立
金
、

新
松
田
駅
周
辺
整
備
基
金
積

立
金
な
ど
を
補
正
す
る
も
の

で
す
。

▼
令
和
元
年
度
松
田
町
介
護

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

　

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
０
３

１
万
６
千
円
を
追
加
し
、
予

算
総
額
を
11
億
６
６
０
万
９

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
歳
入
は
一

般
会
計
繰
入
金
、
前
年
度
繰

越
金
、
歳
出
は
保
険
給
付
費

の
財
源
補
正
、
介
護
給
付
費

負
担
金
過
年
度
分
返
還
金
な

ど
を
補
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に

つ
い
て
（
平
成
30
年
度
旧
松

田
土
木
事
務
所
改
修
工
事
）

　

平
成
30
年
度
一
般
会
計
決

算
認
定
の
審
議
に
お
け
る
質

疑
の
結
果
に
基
づ
き
、
平
成

30
年
度
旧
松
田
土
木
事
務
所

改
修
工
事
の
請
負
契
約
に
つ

い
て
、
松
田
町
議
会
の
議
決

に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産

の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る

条
例
の
規
定
に
よ
り
、
議
会

の
議
決
を
得
る
も
の
で
す
。

▼
松
田
町
特
別
職
の
職
員
で

常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅

費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

右
記
の
議
案
に
関
連
し
て
、

町
長
の
給
与
に
つ
い
て
、
令

和
元
年
９
月
１
日
か
ら
令
和

２
年
２
月
29
日
ま
で
の
間
、

給
料
月
額
の
１
０
０
分
の
10

に
相
当
す
る
額
を
減
額
す
る

た
め
、
必
要
な
改
正
を
す
る

も
の
で
す
。

▼
令
和
元
年
度
松
田
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
１
億
２
９
６
２
万
９
千

円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

51
億
５
９
９
７
万
５
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
歳
入
は
二

酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対
策
事

業
費
等
補
助
金
、
町
民
文
化

セ
ン
タ
ー
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業
債
、

歳
出
は
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業
に
設

計
委
託
料
、
工
事
請
負
費
を

補
正
す
る
も
の
で
す
。

　

議
長
を
除
く
議
員
11
名
で

構
成
す
る
補
正
予
算
（
町
民

文
化
セ
ン
タ
ー
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事

業
）
審
査
特
別
委
員
会
を
設

置
し
、
会
期
終
了
後
も
議
会

閉
会
中
の
継
続
審
査
を
行
い
、

９
月
17
日
に
報
告
書
（
Ｐ
４

下
段
参
照
）
を
議
長
に
提
出

し
ま
し
た
が
、
臨
時
会
を
開

催
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
議

員
の
任
期
満
了
（
９
月
30

日
）
に
よ
る
廃
案
と
な
る
前

に
、
長
が
専
決
処
分
を
行
い

ま
し
た
。

審
議
の
結
果

　

以
上
の
ほ
か
、
９
件
の
認

定
を
含
む
、
採
決
の
結
果
は
、

Ｐ
11
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

専決処分とは
　地方自治法第179条に規定する

「議会が議決すべき事件又は決定す

べき事件について、特別の場合に、

長が、議会において議決又は決定し

たものと同様の法的効果を持つ処分

又は決定を行うこと。」また、同条

第３項では「次の会議においてこれ

を議会に報告し、その承認を求めな

ければなりません。」

【特別の場合の例】

①議会が成立しないとき、②特に緊

急を要するため議会を招集する時間

的余裕がないことが明らかであると

認めるとき、③議会において議決す

べき事件を議決しないとき


